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新潟県立長岡商業高等学校制服製造業者選定プロポーザル募集要領 

 

１ 事業概要 

(1) 事業名 

新潟県立長岡商業高等学校制服製造業者選定 

(2) 事業の目的 

本事業は、令和９年度入学生の制服について、本校の伝統や校風を生かし、着心地や快

適性を追求するとともに、ジェンダーレスの視点を含んだ現代的なデザインに形成し、

製造する業者を選定する。 

(3) 履行期間 

契約期間を３年とするが、デザインの変更等大幅な改訂がなければ随意契約とする。 

(4) 購入予定数 

令和９年度の新入生／160名（予定） 

(5) 価格条件 

価格は現行の制服代金（女子用 上衣 19,800 円 スカート 16,500 円 ブラウス 3,080

円）を基本とし、上限を次のとおりとする。 

   冬制服のブレザーとスカートまたはブレザーとスラックスの合計金額は、45,000円（税

込）を上限とする。 

(6) 選定対象 

  ブレザー型制服 スカート、スラックス ネクタイまたはリボン 

(7) 仕様要件 

① 制服は、商業高校らしさ、本校の校風に合ったデザインとする。 

② ウオッシャブル・ストレッチ・高耐久など、学校生活が快適になる高機能素材を必要に

応じて取り入れた制服とする。 

③ スカートは、変形防止や着崩しを防ぐ工夫を盛り込む。 

④ 校章の使用を前提とする。 

⑤ ボタンは本校オリジナルのものを扱う。 

⑥ 採寸、引き渡し方法を含めた提案とする。 

⑦ 希望購入のベストとセーターは、長岡市ニット事業者と提携したものとする。 

※なお、ここに記した仕様要件は、制服の企画立案を行う際の仕様であり、契約後、選定業

者との間で変更を行う場合がある。 

２ 参加資格 

本プロポーザルに参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者でな

いこと 

(2) 学校制服の企画・製造を業としていること 

(3) 新潟県内の高等学校・中等教育学校の制服製作の実績があること 

(4) 長岡市に所在する制服販売業者との取引があり、または自社の販売店を有すること

等により、制服の販売に支障がないこと 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者
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でないこと 

(6) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者

でないこと 

(7) 会社法（平成 17年法律第 86号）に基づく清算の開始又は破産法（平成 16年法律第

75号）基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号)に規定す

る暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと 

３ 参加申込み方法 

 ・４で示す企画提案書の提出をもって参加とする。 

なお、期日までに提出がない場合は不参加とする。 

４ 企画提案書作成要領 

(1) 提出書類 

企画提案書 10部 Ａ４判縦、左綴りとじとし、表紙に「新潟県立長岡商業高等学校

制服製造業務提案書」と標記し、余白に会社名を表示する。なお、ページ数は 20ペー

ジ以内、文字サイズは 11ポイントとすることとし、以下の項目について具体的に記載

すること。 

① 会社の概要（代表者、住所、電話番号、資本金、納入実績、担当者氏名・連絡先） 

② 提案制服（夏用・冬用）のデザイン（３D写真１セット）及び作成コンセプト 

  男子：上着、スラックス、シャツ、ネクタイ、ベスト、カーディガン 

  女子：上着、スカート、スラックス、シャツ、ネクタイ、リボン、ベスト、 

カーディガン 

③ ジェンダーレス対応、機能性・素材（着心地、耐久性、洗濯の方法）、縫製技術 

④ 以下の内容がわかる資料 

・各製品の参考価格（ただし、購入価格が現行価格と同程度となる範囲で提案すること） 

・生産・物流体制、アフターサービス 

・新入生の採寸、注文受付の体制、販売方法 

※ この企画提案書の内容は製造業者決定のために参考とするものであり、デザイン、採

用アイテム（シャツ、ベスト、カーディガン等）、素材、価格、販売方法等については、

製造業者決定後に改めて学校と製造業者との間で検討する。また、製造業者決定後、学

校との打ち合わせを行い、３月 10日㈫までに（郵送で）異なるデザインで５セットの

提案制服（夏用、冬用）のデザインを学校に提出すること。 

 (2) 提出期限 

･ 期 限：令和８年２月 12日（木） 17時（必着） 

･ 提出先：問合せ先に同じ 

･ 方 法：持参又は郵送 

※２月６（金）～10日（火）は校舎内立ち入り禁止 

５ プレゼンテーション 

･ 期日：令和８年２月 16日（月） 

･ 時間：16：00～17：15の間で 20分程度を予定。 

具体的な時間は、２月 13日（金）に電話・メールにて通知する。 
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 ･ コンピュータを用いる場合は、参加者が持参すること。ディスプレイ（HDMI 接続、音

声の再生可能）・ケーブルは学校が用意したもの使用すること。 

･ 制服・生地等の見本、パネル・ポスター等の持参は禁止する。 

６ 審査要領 

(1) 審査方法 

審査委員会が、提出された企画提案書及びプレゼンテーションの結果に基づき審査

し、最も優れた提案を行った者を特定する。 

(2) 審査委員会 

   校長、同窓会長、後援会長、保護者代表、生徒指導主事 

 (3) 審査基準 

評価項目 評価の視点 配点 

組織体制 

・制服を継続して供給できる経営基盤・生産体制を有しているか。 

・問題発生時や非常時に適切な対応（商品供給がきちんと行われる、

不良品の修理、災害時における対応）ができるか。 

・新入生への販売・納品時や修繕等アフターサービスにおいて、販

売店等と連携して適切･迅速な対応ができるか。 

・本校からの要請や要望に速やかに対応できるか。 

 

４０ 

デザイン 

(スタイル) 

・本校の伝統や校風に則ったものとなっているか。 

・現代的、かつ普遍性のあるデザインとなっているか。 

・ジェンダーレスに配慮しているか。 ３０ 

機能性 

・着心地がよいか。 

・手入れのしやすさや着崩れ・型崩れが起きにくいよう配慮されて

いるか。 

・３年間着用できる耐久性があるか。 

・日々の学校生活に支障がないような動きやすさ、保温性、通気性、

撥水性、防菌防臭などの配慮がされているか。 

・個々の生徒の体型に合わせたサイズや要望に対応できるか。 

・縫製技術が確かか 

 

３０ 

７ 審査結果の通知 

・審査結果については、提案者それぞれに文書によって通知する。 

・審査結果通知：令和８年２月 20日（金）通知文書発送（郵送） 

８ 日程 

・企画提案書の提出（参加申込み） 令和８年２月 12日（木）17:00まで 

・プレゼンテーション開始時間の通知 令和８年２月 13日（金） 

・プレゼンテーション実施 令和８年２月 16日（月）16：00～17:15（予定） 

・審査結果通知  令和８年２月 20日（金）通知文書発送 
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９ 契約の締結 

審査委員会が最も優れた提案を行った者であると特定した者と委託契約の締結交渉を

行う（契約書の作成要）。ただし、その者が地方自治法施行令第 167条の４の規定のいず

れかに該当することとなった場合、契約の締結を行わないことがある。 

また、最も優れた提案を行った者と協議が整わない場合にあっては、次点者と協議の上、

契約を締結する場合がある。 

10 その他留意事項 

（1） 募集要項等に関する質問は、全て製造業者が問合わせ先にメールにて行うこと。 

(2) 当該プロポーザルに参加する製造業者は、本通知から審査結果通知まで、本校職員と

接触しないこと。その他制服の製造・販売等に関連する業者も同様とする。 

(3) 当該プロポーザル参加に要する一切の経費は、すべて参加業者の負担とすること。 

(4) 決定した制服に係わるデザイン等の意匠権は、学校に帰属すること。 

(5) 販売方法については、製造業者決定後に製造業者との間で検討する。 

 (6) 提出された企画書、見積書については返却しない。 

 (7) 選考結果に関する問い合わせには一切応じない。 

11 問合せ先 

〒940—0817 新潟県長岡市西片貝町字大木１７２６ 

新潟県立長岡商業高等学校 

担当：鈴木 春樹（教頭） 

電話番号：0258-35-1502（代表） FAX：0258-39-1736 

E-Mail：sub@nagaokas-h.nein.ed.jp 

 

 


